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ま　え　が　き

　近年、都市化、少子高齢化、情報化、国際化などによる社会環境や生活環境の急激な変化は、
子どもの心身の健康にも大きな影響を与えており、学校生活においても生活習慣の乱れ、いじ
めや不登校などの心の健康問題、アレルギー疾患、性に関する問題や薬物乱用、感染症など新
たな課題が顕在化しています。
　保健室利用状況調査（平成18年）においても、利用者が増加しているとともに、来室理由の
背景に身体的な問題よりも心に関する問題を抱えている子どもが多いことや、医療機関等との
連携を必要としている事例が増えていることなどが明らかになっています。
　このような状況の中、中央教育審議会答申「子どもの心身の健康を守り、安全・安心を確保
するために学校全体としての取組を進めるための方策について」（平成20年１月）が出され、
学校関係者の役割の明確化や学校内外の連携体制づくり等について具体的な提言がなされまし
た。さらに、この答申を踏まえて学校保健法の一部改正が行われ、学校保健安全法（平成20年
法律第73号）において、新たに健康相談、保健指導、健康観察等が位置付けられるなど、養護
教諭の役割についても明確化が図られました。
　そこで、養護教諭の職務等に関する調査を実施し、現状の把握及び学校保健の課題を明らか
にするとともに、課題に対応した手引き書を作成することを目的として、財団法人日本学校保
健会では、平成22年度に「養護教諭の職務に関する検討委員会」を設置しました。本年度、そ
の結果をまとめ、本書「学校保健の課題とその対応」―養護教諭の職務等に関する調査結果か
ら―を作成しました。保健室経営以外は、全教職員に共通する問題であることから、養護教諭
のみならず多く関係者に本書をご活用いただき、学校保健の推進に役立てていただけることを
期待しております。
　おわりに、本書の作成に当たり、多大なご協力をいただきました関係者の方々に厚く御礼申
し上げます。

平成24年３月　　　　　　
財団法人　日本学校保健会
会　　長　原　中　勝　征
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学校保健と養護教諭1第 章第 章

　日本は、戦後、社会経済の発展、保健衛生の向上、医療の進歩等に伴い、疾病構造も変化し、
児童生徒の健康課題も結核やトラコーマなどの感染症から、う歯や視力低下などの慢性疾患に
移り変わった。また、都市化、少子高齢化、情報化、国際化等による社会環境や生活様式の急
激な変化は、児童生徒の心身の健康に大きな影響を与え、いじめや不登校などの心の健康問題、
性に関する問題、喫煙、飲酒、薬物乱用、生活習慣病の兆候、アレルギー疾患、感染症、災害
や事件事故発生時における心のケアなどの問題を生じさせ、深刻さを増している。
　このような状況の中、複雑・多様化した現代的な健康課題の解決に向けて養護教諭への期待
が高まり、役割が拡大して行った。養護教諭の職務等に関する調査結果（以下、「調査結果」
という）を基に、学校保健の課題や対応等について検討するに当たり、児童生徒の健康課題の
推移とともに変化してきた養護教諭の役割について、その歴史を振り返ることによって、これ
からの学校保健に求められている養護教諭の役割について述べてみたい。

　養護教諭の歴史は、明治38年に岐阜県の小学校で当時流行していたトラコーマ対策として学
校看護婦が採用されたことから始まる。その後、各地の自治体で学校看護婦が公費により採用
されるようになった。昭和４年に「学校看護婦に関する件」（文部省訓令）が公布され、学校
看護婦の職務内容が規定された。しかし、配置の規定がないことや教員の補助的仕事と見なさ
れていたため、教育職員としての身分の確立を求める職制運動が展開された。昭和16年に「国
民学校令（勅令第148号）」が公布され、「国民学校には養護訓導を置くことを得」、「養護訓導
は学校長の命を承け児童の養護を掌る」と規定され、ようやく教育職員の位置付けとなった。
その後、第２次世界大戦後の昭和22年に学校教育法が制定され、養護訓導から養護教諭に名称
変更となり、「養護教諭は児童生徒の養護をつかさどる」と規定され、今日に至っている。養
護をつかさどるとは何か、いろいろと議論されてきたが、養護教諭の職務は、児童生徒の健康
の保持増進を図るためのすべての活動と理解することが一般的となっている。
　児童生徒の心身の健康課題の変化とともに、養護教諭の果たす役割が大きくなっていく中で、
職制の改善が進んでいった。主なものを挙げてみると、
　○ 　平成５年：養護教諭の複数配置が認められ、30学級以上の学校に２人の養護教諭が配置
されることになった。

学校保健と養護教諭Ⅰ

１　はじめに

２　養護教諭の職制の向上に関する歴史
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　○ 　平成７年３月：学校教育法施行規則の一部改正が行われ、保健主事に幅広く人材を求め
る観点から、保健主事には、教諭に限らず、養護教諭も充てることができるようになった。
これにより、養護教諭が学校全体のいじめ対策においてより積極的な役割が果たせるよう
にしたものである。

　○ 　平成保９月９日：保健体育審議会答申「生涯にわたる心身の健康の保持増進のための今
後の健康に関する教育及びスポーツの振興の在り方について」においては、深刻化する児
童生徒の心の健康問題への対応に当たって、養護教諭の行う健康相談が重要視されるとと
もに期待が高まった。

　○ 　平成10年６月：教育職員免許法の一部改正が行われ、養護教諭の免許状を有し３年以上
の勤務経験がある者で、現に養護をつかさどる主幹教諭又は養護教諭として勤務している
ものは、保健の教科の領域に係る事項の教授を担任する教諭又は講師となることができる
ようになった。兼職発令により単独で授業ができるようになったということである（ティー
ム・ティーチングで行う場合は、兼職発令は不要である）。

　○ 　平成12年１月：学校教育法施行規則の一部改正により、幅広く人材が確保できるよう校
長及び教頭の資格要件が緩和され、養護教諭の管理職登用の道が開けた。現在、各都道府
県において徐々に登用が増えている状況にある。

　○ 　平成13年：第７次義務教育諸学校教員配置改善計画等において、小学校は児童851人以
上、中学校・高等学校は生徒801人以上、特別支援学校には61人以上の学校に、養護教諭
の複数配置が進められることになった。

　○ 　平成20年１月：中央教育審議会答申「子どもの心身の健康を守り、安全・安心を確保す
るために学校全体としての取組を進めるための方策について」（以下、中教審答申（平成
20年１月）という）においては、養護教諭の役割の明確化が図られた。この答申において、
学校保健活動の中核を担う役割が求められた意義は大きい。

　○ 　平成20年６月：学校保健法の一部改正が行われ、名称も学校保健安全法に改称された。
主な改正内容は、①養護教諭を中心として関係教職員等と連携した組織的な保健指導、健
康観察、健康相談の充実、②地域の医療機関等との連携による児童生徒等の保健管理の充
実、③学校の環境衛生水準を確保するための全国的な基準の法制化などである。法におい
ても養護教諭の役割の明確化が図られた。

　今後は、さらに複数配置の促進、研修や養成カリキュラムなどの充実が図られることが望ま
れる。

＊ 　保健体育審議会・中央教育審議会：保健体育審議会も中央教育審議会も文部科学大臣（平成12年まで文
部大臣）の諮問機関である。以前は、保健体育審議会との名称で実施されてきたが、現在は文部科学省で
の審議会は中央教育審議会に統一され、それぞれの部会毎に実施されている。
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　養護教諭の役割については、昭和47年及び平成９年の保健体育審議会において主要な役割が
述べられている。続いて中教審答申（平成20年１月）において養護教諭の役割の明確化が図ら
れたことは、先に述べたとおりである。

⑴　保健体育審議会及び中央教育審議会答申
①　保健体育審議会（昭和47年12月）
　　○　文部大臣の諮問内容：「児童生徒等の健康の保持増進に関する施策について」
　　 　養護教諭の役割については、「養護教諭は、専門的な立場からすべての児童生徒の健康
および環境衛生の実態を的確に把握して、疾病や情緒障害、体力、栄養に関する問題等心
身の健康に問題を持つ児童生徒の個別の指導に当たり、また、健康な児童生徒についても
健康の増進に関する指導に当たるのみならず、一般の教員の行う日常の教育活動にも積極
的に協力する役割を持つものである。」と述べられている。

②　保健体育審議会答申（平成９年９月）
　　○ 　文部大臣の諮問内容：「生涯にわたる心身の健康の保持増進のための今後の健康に関

する教育及びスポーツの振興の在り方について」
　　 　養護教諭の役割については、「児童生徒の心の健康問題の深刻化に伴い、児童生徒の身
体的な不調の背景にいじめなどの心の健康問題がかかわっていること等のサインにいち早
く気付く立場にある養護教諭の行うヘルスカウンセリング（健康相談活動）が一層重要な
役割を持ってきている。」と述べられており、養護教諭の行う健康相談が広く周知される
に至った。

③　中央教育審議会答申（平成20年１月）
　　○ 　文部科学大臣の諮問内容：「子どもの心身の健康を守り、安全・安心を確保するため

に学校全体としての取組を進めるための方策について」
　　　養護教諭の役割に関しては、次のように述べている。

２．学校保健に関する学校内の体制の充実
（略）
⑴　養護教諭
① 　養護教諭は、学校保健活動の推進に当たって中核的な役割を果たしており、現代的な
健康課題の解決に向けて重要な責務を担っている。平成18年度の調査によると、子ども
の保健室の利用者は、１日当たり小学校41 人、中学校38 人、高等学校36 人であり、養
護教諭の行う健康相談活動がますます重要となっている。また、メンタルヘルスやアレ

３　近年における答申及び学校保健安全法から見る養護教諭の役割
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ルギー疾患などの子どもの現代的な健康課題の多様化により、医療機関などとの連携や
特別な配慮を必要とする子どもが多くなっているとともに、特別支援教育において期待
される役割も増してきている。そのため、養護教諭がその役割を十分果たせるようにす
るための環境整備が必要である。
② 　養護教諭の職務は、学校教育法で「児童生徒の養護をつかさどる」と定められており、
昭和47年及び平成９年の保健体育審議会答申において主要な役割が示されている。それ
らを踏まえて、現在、救急処置、健康診断、疾病予防などの保健管理、保健教育、健康
相談活動、保健室経営、保健組織活動などを行っている。
　 　また、子どもの現代的な健康課題の対応に当たり、学級担任等、学校医、学校歯科医、
学校薬剤師、スクールカウンセラーなど学校内における連携、また医療関係者や福祉関
係者など地域の関係機関との連携を推進することが必要となっている中、養護教諭は
コーディネーターの役割を担う必要がある。
　 　このような養護教諭に求められる役割を十分に果たせるよう、学校教育法における養
護教諭に関する規定を踏まえつつ、養護教諭を中核として、担任教諭等及び医療機関な
ど学校内外の関係者と連携・協力しつつ、学校保健も重視した学校経営がなされること
を担保するような法制度の整備について検討する必要がある。
③・④略
⑤ 　深刻化する子どもの現代的な健康課題の解決に向けて、学級担任や教科担任等と連携
し、養護教諭の有する知識や技能などの専門性を保健教育に活用することがより求めら
れていることから、学級活動などにおける保健指導はもとより専門性を生かし、ティー
ム・ティーチングや兼職発令を受け保健の領域にかかわる授業を行うなど保健学習への
参画が増えており、養護教諭の保健教育に果たす役割が増している。そのため、保健教
育の充実や子どもの現代的な健康課題に対応した看護学の履修内容の検討を行うなど、
教員養成段階における教育を充実する必要がある。
⑥　略
⑦ 　近年、社会的な問題となっているいじめや児童虐待などへの対応に当たっては、すべて
の教職員がそれぞれの立場から連携して組織的に対応するための校内組織体制の充実を図
るとともに、家庭や、地域の関係機関等との連携を推進していくことが求められている。
養護教諭はその職務の特質からいじめや児童虐待などの早期発見・早期対応を図ることが
期待されており、国においても、これらの課題を抱える子どもに対する対応や留意点など
について、養護教諭に最新の知見を提供するなど、学校の取組を支援することが求められる。
⑧ 　子どもの健康づくりを効果的に推進するためには、学校保健活動のセンター的役割を果
たしている保健室の経営の充実を図ることが求められる。そのためには、養護教諭は保健
室経営計画 を立て、教職員に周知を図り連携していくことが望まれる。また、養護教諭が
充実した健康相談活動や救急処置などを行うための保健室の施設設備の充実が求められる。

＊
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＊ 　保健室経営計画とは、当該学校の教育目標及び学校保健の目標などを受け、その具現化を図るために、
保健室の経営において達成されるべき目標を立て、計画的・組織的に運営するために作成される計画。

 （＊下線は、筆者が記入）

　養護教諭の職務については、５項目に整理された。学校保健の３領域である保健管理、保健
教育、保健組織活動に、保健室経営及び健康相談が加わっている。健康相談については、保健
管理のみならず、児童生徒の人間形成においても大きな役割を果たしていることや、期待され
ている役割であることから独立した項目として挙げられている。
　また、課題としては、複数配置の促進、研修の充実、養成カリキュラムの充実などが挙げら
れている。

⑵　学校保健法の一部改正（平成20年６月）
　中教審答申（平成20年１月）を踏まえ、学校保健法の改正が行われた。学校保健法は昭和33
年に制定され、大幅な改正は半世紀ぶりのことである。この改正により保健と安全の両方を規
定した法律であることを明確化するため、学校保健法は「学校保健安全法」と改称された。
　今回の学校保健法の改正は、学校保健及び学校安全に関して、地域の実情や児童生徒等の実
態を踏まえつつ各学校において共通して取り組まれるべき事項について、規定の整備を図ると
ともに、学校の設置者並びに国及び地方公共団体の責務を定めたものである。養護教諭に関わ
る新たに規定された主な条文は次のとおりである。

○保健室（第七条）
　「学校には、健康診断、健康相談、保健指導、救急処置その他の保健に関する措置を行
うため、保健室を設けるものとする。」
・　従来は健康診断、健康相談、救急処置だけの例示であったが、新しく保健指導が位置
付けられたことにより養護教諭の職務の明確化が図られた。また、旧法では「保健室」
は雑則に位置付けられていたが、今回の改正で本章に位置付けられた。

○保健指導（第九条）
　「養護教諭その他の職員は、相互に連携して、健康相談又は児童生徒等の健康状態の日
常的な観察により、児童生徒等の心身の状況を把握し、健康上の問題があると認めたとき
は、遅滞なく、当該児童生徒等に対して必要な指導を行うとともに、必要に応じ、その保
護者に対して必要な助言を行うものとする。」
・　養護教諭を中心として関係教職員と連携した健康相談、保健指導、健康観察が法に明
確に位置付けられるとともに、保護者への助言も盛り込まれるなど充実が図られた。
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○地域の医療機関等との連携（第十条）　
　「学校においては、救急処置、健康相談又は保健指導を行うに当たつては、必要に応じ、
当該学校の所在する地域の医療機関その他の関係機関との連携を図るよう努めるものとす
る。」
・　児童生徒の心身の健康問題を解決するに当たって、医療機関等との連携を必要とする
事例が増えている中、地域の医療機関等との連携が法に位置付けられ、保健管理等の充
実が図られた。
○危険等発生時対処要領の作成（第二十九条）
　「３　学校においては、事故等により児童生徒等に危険が生じた場合において、当該児
童生徒等及び当該事故等により心理的外傷その他の心身の健康に対する影響を受けた児童
生徒等その他の関係者の心身の健康を回復させるため、これらの者に対して必要な支援を
行うものとする。この場合においては、第十条の規定を準用する。」
・　災害や事件事故等が発生した後の心のケアが重要であることから、心理的外傷等の心
身の健康に対する影響を受けた子どもや関係者（教職員・保護者等）の健康を回復させ
るため、必要な支援を行うものとされ、心のケアが法に位置付けられた。

　中教審答申（平成20年１月）及び学校保健安全法等から、養護教諭の主な役割を考察してみ
ると次のとおりである。
　⑴　学校内及び地域の医療機関等との連携を推進する上でコーディネーターの役割
　⑵ 　養護教諭を中心として関係教職員等と連携した組織的な健康相談、健康観察、保健指導
の実施

　⑶　学校保健センター的役割を果たしている保健室経営の実施（保健室経営計画の作成）
　⑷　いじめや児童虐待など児童生徒の心身の健康問題の早期発見、早期対応
　⑸ 　学級（ホームルーム）活動における保健指導をはじめ、ティーム・テーチングや兼職発
令による保健学習などへの積極的な授業参画と実施

　⑹　健康・安全にかかわる危機管理への対応
　　　救急処置、心のケア、アレルギー疾患、感染症　等
　◎　保健主事を兼務している養護教諭
　　①　学校保健と学校全体の活動に関する調整
　　②　総合的な学校保健計画の作成
　　③　学校保健委員会（地域学校保健委員会）の活性化
　　④　校内保健組織を核とした組織的な運営と活動
　　⑤　学校保健活動の評価（PDCA）　等

４　これからの学校保健に求められている養護教諭の役割
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⑴　養護教諭の職業倫理
　養護教諭の職業倫理とは、社会人及び教育職員として児童生徒の健康の保持増進に関わる諸
活動を推進していく上で、人権の尊重、平等な扱い、プライバシーの保護などの守るべき義務
をいう。社会規範を守ることは当然ながら、その上で教員として特に児童生徒の健康に関わる
専門職として、以下の基本的な事項を遵守することが大切である。

◇　人権の尊重
　養護教諭は、個々の子どもの尊厳及び人権を遵守する。子どもの持つ権利を理解し、そ
れを保証する姿勢を常に持つようにする。
◇　平等
　養護教諭は、国籍、信条、年齢、性別及び家庭環境、健康課題の性質、学業成績などに
かかわらず、子どもに平等に接する。
◇　プライバシーの保護
　養護教諭は、子どもの健康に関する情報等、職務上知り得た個人情報については守秘義
務を守る。
◇　関係者との協働
　養護教諭は、子どもの心身の健康の保持増進及び健康課題の解決に当たって、組織的に
対応し、他の教職員や保健医療福祉などの関係機関、保護者等と協働して効果的な解決を
図る。
◇　研さん　
　養護教諭は、主体的・自発的学習者として自己学習・研修・研究等を通して専門的知識
や技術の習得に努める。
◇　健康
　養護教諭は、自身の心身の健康の保持増進に努める。

⑵　教育者として求められる基本的な資質能力
　「今後の教員養成・免許制度の在り方」（中教審答申平成18年７月）において、いつの時代に
も求められる教員の資質能力として、次の内容が示されている。
　・教育者としての使命感
　・人間の成長、発達についての深い理解
　・児童生徒等に対する教育的愛情
　・教科等に関する専門的知識
　・広く豊かな教養

５　養護教諭の職業倫理と求められる力
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　・実践的指導力
　また、「新しい時代の義務教育を創造する」（中教審答申平成17年10月）においては、優れた
教師の条件の一つに「総合的な人間力」を挙げ、次の内容を示している。
　・豊かな人間性や社会性
　・常識と教養
　・対人関係力
　・コミュニケーション力
　・教職員全体として協働できる力　等

　なお、教員養成の課題として、近年採用される教員に対して「実践的指導力」、「コミュニケー
ション力」、「チームで対応する力」などの基礎的な力が十分身についていないとの指摘がなさ
れているところである。特に、養護教諭は、１人職が多いことから、児童生徒の健康の保持増
進を図る専門職として、これらの基本的な力に加えて学校職員のみならず、地域の関係者と連
携協働できる力が必要となる。

⑶　養護教諭に求められる力
　養護教諭に求められる力は、先に述べた教育者としての基本的な資質能力に統括されるが、
具体的に示すと次のとおりである。
　平成９年の保健体育審議会答申では、健康相談に関することや養護教諭の保健主事への登用
（平成７年３月）の道が開けたことから次に示す力が求められている。
　・　保健室を訪れる児童生徒に対応するための知識・理解・技能及び確かな判断力と対応力
　・　健康課題を捉える力
　・　健康課題を解決するための指導力
　・　企画力、実行力、調整能力

　さらに、平成21年に出された「養護教諭研修プログラム作成委員会報告書」（㈶日本学校保
健会）では、養護教諭の新規採用及び10年経験者研修で求められている力として次の内容を示
している。
①　新規採用養護教諭
　・ 　養護教諭の職務（保健管理、保健教育、健康相談、保健室経営、保健組織活動）の基本
的事項について、学校や地域の実態に応じた実践ができるようにする。

②　10年経験者
　・ 　養護教諭の個々の能力や適性に応じて、専門性や実践的指導力の向上を図る。具体的に
は、学校、家庭及び地域社会が連携して学校保健活動を推進していく上で、中核的な役割
が果たせるようにする。
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　　1）　学校におけるヘルスプロモーションを推進できる。
　　　 　ヘルスプロモーティングスクール（健康な学校づくり）について、理解を深めるとと

もに、学校と地域社会が連携した効果的な取組ができる力を養う。
　　2） 　コーディネイト（調整力）・マネジメント・コミュニケーション・プレゼンテーショ

ン力の向上を図る。
　　3）　学校保健活動に関わる計画・実施・評価・改善（PDCA）が、適切にできる力を養う。
　今回の中教審答申（平成20年１月）では、学校保健活動の中核的な役割が養護教諭に求めら
れたことから、これらに加えてリーダーシップを発揮できる力がより必要となっている。
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調査結果から見た
学校保健の課題とその対応2第 章第 章

　中教審答申（平成20年１月）及び学校保健安全法（平成20年６月公布））により養護教諭の
役割の明確化が図られたことから、養護教諭の職務等に関する調査（詳細については第３章
P96参照）以下、「調査結果」という。）を行い、現状を把握するとともに課題を明らかにした
ので、養護教諭の職務＊「保健管理」「保健教育」「健康相談」「保健室経営」「保健組織活動」
の各領域等における課題を中心に、具体的な対応方法について次に述べる。保健室経営以外は、
全教職員に共通する学校保健の課題であることから、養護教諭のみならず各学校での対応に当
たって参考にしてほしい。

＊ 　養護教諭の職務については、中教審答申（平成20年１月）において、５項目に整理された。学校保健の
３領域、保健管理、保健教育、保健組織活動に、保健室経営及び健康相談が加わっている。健康相談につ
いては、保健管理のみならず、児童生徒の人間形成にも大きな役割を果たしていることや期待されている
役割であることから独立した項目として挙げられている。

⑴　学校保健計画に関する調査結果と課題

調査
結果

１　学校保健計画の原案作成者。
　校種別：保健主事（教諭）14％、保健主事（養護教諭）29%、養護教諭54%
２　学校保健計画を学校医や保護者に周知している。
　校種別：小学校38%、中学校38%、高等学校58%、特別支援学校57%
３　全職員で学校保健計画の評価をしている。
　校種別：小学校48%、中学校38%、高等学校20%、特別支援学校32%

課題 １　全体で58％の学校が、学校保健計画を学校医等や保護者に周知していなかった。
２　各校種とも50％以上の学校が、全職員で学校保健計画の評価をしていなかった。

＊ 　取組に関する問に対しては、「積極的に取り組んでいる」と「どちらかと言えば取り組んでいる」を合
わせたものを「取り組んでいる」とし、「どちらかといえば取り組んでいない」と「まったく取り組んで
いない」を合わせたものを「取り組んでいない」としてある。詳細については、第３章「養護教諭の職務
等に関する調査」を参照のこと。

⑵　学校保健計画の法的位置付け
　学校保健計画は、児童生徒及び職員の健康の保持増進を図るため、「保健管理」、「保健教育」、
「保健組織活動」の各領域にわたって作成する総合的な基本計画である。作成に当たっては、
学校保健法の改正により、新たに指導面も盛り込むこととされたことから、教育課程全体を踏
まえた計画とし、学校の実態や地域の特色を踏まえて作成することが求められている。

学校保健計画及び学校安全計画Ⅰ

１　学校保健計画
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第２章　調査結果から見た学校保健の課題とその対応

学校保健安全法（昭和33年法律第56号　平成20年法律第73号最終改正）

（学校保健計画の策定等）
第 五条　学校においては、児童生徒等及び職員の心身の健康の保持増進を図るため、児童
生徒等及び職員の健康診断、環境衛生検査、児童生徒等に対する指導その他保健に関す
る事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。

⑶　学校保健計画の作成と養護教諭
　学校保健計画は、児童生徒や教職員の心身の健康課題を解決し、健康を保持増進するための
計画であり、年度の重点目標を立て評価・改善していくものである。養護教諭は、健康観察や
健康診断結果などにより、児童生徒の心身の健康課題を把握していることから、学校保健計画
の策定には積極的に関わることが必要である。
　調査結果では、学校保健計画の原案作成は「養護教諭の保健主事」と「養護教諭」を合わせ
ると83%であり、養護教諭が学校保健計画の策定の中心になっていることが明らかになった。
「学校保健計画の評価」については、全体の57％の学校で取組がなかったので、計画（Plan）、
実施（Do）、評価（Check）、改善（Action）のサイクルを定着させることが必要である。

⑷　学校保健計画の内容
　学校保健計画の内容については、学校保健安全法に「児童生徒等及び職員の健康診断」、「環境
衛生検査」、「児童生徒等に対する指導に関する事項」等の例示が示されている。「児童生徒等に
対する指導に関する事項」は、新たに盛り込まれた内容であり、保健教育の充実が求められている。

①　保健管理に関する事項
1）　健康相談
2）　健康観察
3）　保健調査
4）　健康診断及び事後措置
5）　感染症及び食中毒の予防
6）　定期及び日常の環境衛生検査
7）　その他必要な事項

②　保健教育に関する事項
1）　保健学習

　　　・体育科・保健体育科の保健に関する学習
　　　・関連教科における保健に関連する学習
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2）　保健指導
　　　 ｱ　集団の保健指導
　　　　・ 特別活動（学級活動・ホームルーム活動、学校行事、児童生徒会活動等）における

保健に関連する指導
　　　 ｲ　個別の保健指導
　　　　・その他必要な事項
　　　 ｳ　教科外の関連する教育や活動
　　　　・道徳教育
　　　　・総合的な学習の時間
3）　保健組織活動に関する事項

　　　 ｱ　学校内における組織活動（職員保健部等）
　　　 ｲ　学校保健委員会（地域学校保健委員会）
　　　 ｳ　家庭・地域社会との連携
　　　 ｴ　その他の必要な事項

⑸　学校保健計画の作成手順
　学校保健計画作成に当たっては、年度内に次年度に向けた実践の評価を行っておく。前年度
の評価を基にして、当該年度の学校保健計画を以下の手順で作成する。

前年度

Plan

Do

当該年度

学校保健計画について全教職員・保護者等による評価及び関係者による評
価を実施する。

保健主事を中心に、昨年度の評価及び児童生徒の心身の健康課題等をもと
に年度の重点目標を設定し、学校保健計画の原案を作成する。

原案を関係者（管理職、職員、学校医・学校歯科医・学校薬剤師、保護者等）
に提示し、意見聴取を行う。

年度当初の職員会議に提案（全職員による協議）し、校長の決裁を受ける。

評価結果をまとめて、次年度の学校保健計画作成時の参考資料とする。

学校保健計画の原案について、職員保健部会で検討する。

全教職員の共通理解のもとで実践をする。

Check・
Action
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第２章　調査結果から見た学校保健の課題とその対応

　調査結果では、全体で58％の学校が、学校保健計画を学校医等や保護者に周知していなかっ
た。学校保健計画の周知については、学校保健法等の一部を改正する法律の公布について（通
知）で、学校保健計画の内容について、原則として保護者等の関係者に周知を図ることとする
と留意事項に記載されている。学校保健活動を実施するに当たっては、学校保健計画を学校医
等や保護者などの関係者に周知し、理解と協力を得て組織的に取り組むことが重要である。

〈原案作成に当たっての留意点〉
　① 　学校教育目標を踏まえて、学校保健目標・年度の重点目標を明確にして、目標に沿った
計画を立てる。

　②　前年度の評価を踏まえる。
　③　適切で実現可能な計画を立てる。
　④　児童生徒、地域の実態を踏まえ、心身の健康課題に対応した計画を立てる。
　⑤ 　保健管理、保健教育、保健組織活動を含む総合的な計画を立てるとともに、各領域の活
動との関連を図る。

　⑥　学校保健安全法及び学習指導要領を踏まえて作成する。
　⑦　計画の実施に必要な経費については十分検討しておく。

⑹　学校保健計画の評価の視点
　調査結果では、小・中・高・特別支援学校ともに50％以上の学校が、全職員で学校保健計画
の評価をしていなかったので、今後は計画・実施・評価・改善（PDCA）のサイクルを定着さ
せていくことが必要である。計画の作成と同時に評価計画を立て、学校の実態に応じた方法で
組織的に実施していくことが求められる。
　学校保健計画の評価は全教職員で行い、目標に準拠した評価を行う。評価方法・内容等につ
いては各学校の実態に応じて作成する。
〈評価の視点〉（自己及び他者評価）
　○　計画は適切であったか。
　○　計画に基づいて遂行できたか。
　○　昨年度の評価結果が生かされたか。
　○　目標が達成できたか。
　○　教職員の役割分担は適切であったか。
　○　教職員の共通理解と協力が得られたか。
　○　保護者の理解と協力が得られたか。
　○　学校医等の理解と協力が得られたか。
　○　地域の関係機関の理解と協力が得られたか。　等
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（例）
○○年度学校保健計画

学 校 保 健 目 標　自ら健康に気を付け、進んで問題を改善しようとする態度や実践力を育てる。 
今年度の重点目標　系統性のある歯科保健活動を実施し、子どもたちが歯の大切さを理解し自らむし歯や歯周病の予防ができるようにする。
 ○○立○○小学校

月 ４月 ５月 ６月 ７月

月の保健目標 自分の健康状態について知ろう 体を清潔にしよう ・歯を大切にしよう
・梅雨時の健康に気を付けよう ・夏を元気に過ごそう

保健に関連する行事

・入学式
・身体計測・視力検査
・聴力検査
・保健調査（全学年）

・眼科検診
☆歯科検診
・尿検査・心電図検査
・ぎょう虫検査
・結核健診問診
・耳鼻科検診・交通安全教室

・内科検診
☆歯の衛生週間（染め出しテスト・歯科講話・
ポスター作成）
・修学旅行６年
・プール開き
・職員の健康診断
・職員人間ドック申込み

・第１回学校保健委員会
・大掃除
・教職員救急法講習会
・１学期終業式
・地区懇談会
・児童保健集会
・避難訓練、防災訓練

保
健
管
理

健康（心身）・生活

・定期健康診断（身体計測等）
・保健調査
・健康観察の周知と実施
・緊急連絡先等の把握（救急連絡カードの作
成）
・校時表の適正確認
・始業前、休憩時、放課後の児童管理
・健康相談
☆給食後の歯みがきの実施

・定期健康診断及び事後措置
・修学旅行前の健康調査及び保健指導
・健康相談・健康観察
・健康診断の事後措置・始業前、休憩時、放
課後の児童管理
・健康相談
・自然教室前の健康調査と健康観察
・水泳禁止者の把握
☆給食後の歯みがきの実施

・定期健康診断及び事後措置
・疾病異常者の生活管理と保健指導
・健康観察・健康相談
・食中毒、感染症の予防
☆歯みがき指導
・水泳時の救急体制の確認と役割分担
・要管理児童の職員への周知
・始業前、休憩時、放課後の児童管理
・学校医等による健康相談の実施
☆給食後の歯みがきの実施
・治療勧告、治療状況の把握

・定期健康診断及び事後措置
・疾病異常者の生活管理と保健指導
・健康観察・健康相談
・食中毒、感染症の予防
・要管理児童の職員への周知
・始業前、休憩時、放課後の児童管理
・健康相談
・健康診断関係の諸帳簿の整理
・給食後の歯みがきの実施
☆給食後の歯みがきの実施
・治療勧告、治療状況の把握

環　　　境

○ 清掃・設備備品の点検
○ 日常点検（換気、温度、照度、まぶしさ、
騒音、飲料水の水質検査、学校の清潔、ネ
ズミ・衛生害虫、施設設備の安全点検等）
○カーテンの点検

○光化学スモッグ対策
○ 日常点検（換気、温度、照度、まぶしさ、
騒音、飲料水の水質検査、学校の清潔・ネ
ズミ・衛生害虫、施設設備の安全点検等等）

○ 日常点検（換気、温度、照度、まぶしさ、
騒音、飲料水の水質検査、学校の清潔等・
ネズミ・衛生害虫、施設設備の安全点検・
水泳プールの水質検査等）
○ 定期検査（教室等の環境、飲料水等水質及
び施設設備、学校の清潔、ネズミ衛生害虫
等及び教室等の備品の管理、水泳プール）

○ 日常点検（換気、温度、照度、まぶしさ、
騒音、飲料水の水質検査、学校の清潔等・
ネズミ・衛生害虫、施設設備の安全点検、
水泳プールの水質検査等）
○ 夏休み中のプールの衛生管理

保
健
教
育

教
科

体育
（保健領域）

３学年 ○毎日の生活と健康 ○毎日の生活と健康

４学年 ○育ちゆく体とわたし

５学年 ○心の健康

６学年 ○病気の予防

関連教科

生活科 ○１年「がっこうたんけん」 ○２年「生きもの発見」

家庭科 ○ ５年「夏の快適な住まいを工夫しよう」

理　科 ○４年「人の体のつくりと運動」 ○ ４年「わたしたちの体を調べよう」 ○５年「たんじょうのふしぎ」

社　会 ○ ５年「公害から国民の健康や生活環境を守
る」

総合的な学習の時間 ○３年「からだの不思議みつけよう」

道徳 ○３年「まさるの花火」
○２年「ひまわり」 ○１年「からすとはと」

保
健
指
導

特
別
活
動

学級活動
における
保健指導

１学年 ① 健康診断の目的・意義・受け方
②保健室の利用の仕方

①各検診の事前事後指導
②頭じらみ指導

①熱中症の予防
②☆歯科保健指導、（担任・養護教諭T・Tで
実施（歯みがきテスト含む）

①夏の健康（夏休み事前指導）
②学校保健委員会報告

２学年 ① 健康診断の目的・意義・受け方
②保健室の利用の仕方

①各検診の事前事後指導
②頭じらみ指導

①熱中症の予防
②☆歯科保健指導、（担任・養護教諭T・Tで
実施（歯みがきテスト含む）

①夏の健康（夏休み事前指導）
②学校保健委員会報告

３学年 ①健康診断の目的・意義・受け方 ①各検診の事前事後指導
②頭じらみ指導

①熱中症の予防
②☆歯科保健指導、（担任・養護教諭T・Tで
実施（歯みがきテスト含む）

①夏の健康（夏休み事前指導）
②学校保健委員会報告

４学年 ①健康診断の目的・意義・受け方 ①各検診の事前事後指導
②頭じらみ指導

①熱中症の予防
②☆歯科保健指導、（担任・養護教諭T・Tで
実施（歯みがきテスト含む）

①夏の健康（夏休み事前指導）
②学校保健委員会報告

５学年 ①健康診断の目的・意義・受け方 ①各検診の事前事後指導
②頭じらみ指導

①熱中症の予防
②☆歯科保健指導、（担任・養護教諭T・Tで
実施（歯みがきテスト含む）

①夏の健康（夏休み事前指導）
②学校保健委員会報告
（各クラス児童保健委員）

６学年 ①健康診断の目的・意義・受け方
①各検診の事前事後指導
②頭じらみ指導
③修学旅行事前学級指導

①熱中症の予防
②☆歯科保健指導、（担任・養護教諭T・Tで
実施（歯みがきテスト含む）

①夏の健康（夏休み事前指導）
②学校保健委員会報告
（各クラス児童保健委員）

学校行事（保健） ○健康診断事前指導（全体指導：養護教諭）
○避難訓練（全校の救急訓練）

○修学旅行前の事前保健指導
（６学年全体指導：養護教諭）
○地震等災害時の保護者への引き取り訓練
（全校の救急訓練）
○お誕生日、歯みがき・食事保健指導（養護
教諭・栄養教諭）

☆歯の衛生週間における学校歯科医による歯
科講話
☆市学校保健会主催歯の衛生週間ポスターコ
ンクール参加
☆全校集会：学校保健委員会報告

○避難訓練、防災訓練時における保健指導（不
審者対応・全校の救急訓練）
○夏休み中のプール開催に伴う日常指導

個別の保健指導 ○保健室等における個別の保健指導
○要管理者の保健指導（新入生） ○保健室等における個別の保健指導

☆個別の保健指導（歯科）
○要管理者、経過観察者等の保健指導（全学
年）

○個別の保健指導

広報活動 ○保健だよりの発行（４月）
○保健放送

○保健だよりの発行（５月）
○保健放送

○保健だよりの発行（６月）
○第１回学校保健委員会だよりの発行
○保健放送

○保健だよりの発行（７月）
○保健放送

組
織
活
動

職員保健委員会
・職員保健部組織づくり（活動目標、計画の
作成）
・職員保健部会（定期月２回）

・職員保健部会（定期月２回）
・第１回学校保健委員会開催準備

・職員保健部会（定期月２回）
・学校保健委員会の準備と参加 ・職員保健部会（定期月２回）

児童保健委員会
・児童委員会組織づくり（活動目標・計画の
作成（５、６年））
・児童保健委員会（月２回）

・児童保健委員会（月２回）
・学校保健委員会の準備（アンケート作成等）・児童保健委員会（月２回）

・児童保健委員会（月２回）
・児童保健集会の実施

PTA保健委員会 ・PTA保健委員会組織づくり（活動目標・
計画の作成等）

・PTA保健委員会
・学校保健委員会への参加
・学校保健委員会だよりの作成

学校保健委員会 ・学校保健委員会組織づくり（活動目標・計
画の作成）

☆第１回学校保健委員会
　６／23（木）14：30～15：30議題
　「むし歯を予防しよう」

地域学校保健委員会 ・中学校区小・中・高等学校組織体制づくり

その他（校内研修等） ○学級活動における保健指導研究授業の実施 ○教職員救急法講習会

☆歯科保健に関する活動

＊　「新養護概説」第６版　㈱少年写真新聞社　平成24年
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第２章　調査結果から見た学校保健の課題とその対応

⑴　学校安全計画に関する調査結果と課題

調査
結果

１　「危険等発生時対処要領（危機管理マニュアル）」に心のケアの記載がある。
　校種別：小学校48%、中学校48%，高等学校40%、特別支援学校29%
２　「危険等発生時対処要領（危機管理マニュアル）」を職員会議で検討・周知している。
　校種別：小学校86%、中学校74%、高等学校73%、特別支援学校81%
３ 　「危険等発生時対処要領（危機管理マニュアル）」の見直しを毎年行い、実行性のあるものに
している。

　校種別：小学校79%、中学校68%、高等学校64%、特別支援学校80%

課題 １　各校種とも50％以上の学校が、「危険等発生時対処要領」に心のケアに関する記載がなかった。

⑵　学校安全計画の法的位置付け
　近年、自然災害や児童生徒が犯罪に巻き込まれるなどの事件・事故が発生しており、児童生
徒の安全の確保が重要な課題となっている。そのため、学校保健法の一部改正に当たって、学
校保健安全法と改称され、新たに安全の章が設けられるなど内容の充実が図られたところであ
る。
　学校は、児童生徒が安心して教育活動を展開できる場としなければならない。法においても、
学校安全計画及び危険等発生時対処要領の作成が義務付けられており、学校における危機管理
体制の充実を図ることが求められている。

学校保健安全法（昭和33年法律第65号　平成20年法律第73号最終改正）

（学校安全計画の策定等）
第 二十七条　学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の施設及び
設備の安全点検、児童生徒等に対する通学を含めた学校生活その他の日常生活における
安全に関する指導、職員の研修その他学校における安全に関する事項について計画を策
定し、これを実施しなければならない。

⑶　学校安全計画の内容
　学校安全計画は、生活安全（防犯を含む）、交通安全、災害安全（防災）に対応した安全に
関する総合的な基本計画であり、毎年度、学校の状況や前年度の学校安全の取組状況等を踏ま
え、作成されるべきものである。「学校の施設設備の安全点検」、「児童生徒等に対する通学を
含めた学校生活その他の日常生活における安全指導」、「教職員に対する研修に関する事項」な
どを盛り込むこととされている。具体的内容は次のとおりである。

２　学校安全計画
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①　学校の施設設備の安全点検
　 　校舎等からの落下事故、学校に設置された遊具による事故などの発生、近年の地震から想
定される被害等も踏まえ、施設設備の不備や危険箇所の点検・確認と必要により補修、修繕
等の改善措置を講ずること。

② 　児童生徒等に対する通学路を含めた学校生活その他の日常生活における安全指導
　 　児童生徒等に安全に行動する能力を身に付けさせることを目的とし、安全管理と一体的に
取り組むことが重要である。

③　教職員に対する研修に関する事項
　 　学校安全に関する取組が、すべての教職員の連携協力により学校全体として行われること
が必要であることを踏まえ、これまでに作成されている参考資料等の活用、必要に応じて関
係機関との連携を図りながら、学校安全に関する教職員の資質の向上に努めること。

⑷　危険等発生時対処要領（危機管理マニュアル）の作成
　危険等発生時対処要領は、学校において危険等が発生した際に職員が円滑かつ的確な対応を
図るために作成するものである。学校保健安全法第29条に「作成義務」、「職員に対する周知、
訓練の実施」、「心のケア」などの規定が示されており、不審者の侵入事件や防災をはじめ各学
校の実情に応じたものにすることが重要である。また、作成後は毎年度適切な見直しを行うこ
とが求められている。
　調査結果から、危険等発生時対処要領に心のケアに関する内容の記載がない学校が多く見ら
れたことから、心のケアを危機管理の一環として位置付け、適切に対応できるようにしていく
ことが必要である。

学校保健安全法（昭和33年法律第65号　平成20年法律第73号最終改正）

（危険等発生時対処要領の作成等）
第 二十九条　学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の実情に応
じて、危険等発生時において当該学校の職員がとるべき措置の具体的内容及び手順を定
めた対処要領（次項において「危機等発生時対処要領」という。）を作成するものとする。
２ 　校長は、危険等発生時対処要領の職員に対する周知、訓練の実施その他の危険等発生
時において職員が適切に対処するために必要な措置を講ずるものとする。
３ 　学校においては、事故等により児童生徒等に危害が生じた場合において、当該児童生
徒等及び当該事故等により心理的外傷その他の心身の健康に対する影響を受けた児童生
徒等その他の関係者の心身の健康を回復させるため、これらの者に対して必要な支援を
行うものとする。この場合においては、第十条の規定を準用する。
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第２章　調査結果から見た学校保健の課題とその対応

⑸　学校安全における養護教諭の役割
　養護教諭は、学校安全計画の策定に関わり、事故防止に努めるとともに、学校保健との関連
を図っていくことが大切である。心のケアについては、災害や事件事故発生時における児童生
徒のストレス反応の特徴や対応方法について、専門的立場から啓発していくなどの役割が養護
教諭には求められることから、積極的に関わっていくことが大切である（詳細については、第
２章　Ⅳ「健康相談」を参照のこと。）
　安全に関わる教職員の研修では、学校内の救急体制を確立することが重要であることから、
救急法等の研修会やシミュレーションなどを実施して、理解と協力を求めておくことが必要で
ある（詳細については、第２章　２節「救急処置」を参照のこと。）。
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⑴　救急処置に関する調査結果と課題

調査
結果

1　救急処置に関する校内研修の企画に取り組んでいる。
　校種別：小学校55％　中学校55％　高等学校69％　特別支援学校84％
２　救急体制についての全職員への周知をしている。
　校種別：小学校96%  中学校93%  高等学校93%  特別支援学校94%
３　救急処置の事後措置（保健指導・事故防止・関係者への周知等）に取り組んでいる。
　校種別：小学校95%  中学校93%   高等学校90%  特別支援学校92%

課題 ○　全体で41％の養護教諭が、救急処置の校内研修の企画に取り組んでいなかった。

⑵　救急処置の法的位置付け
　学校における救急処置は、児童生徒の突発的な発病やけがなど学校管理下で生じた全ての傷
病が対象となる。児童生徒の命を守り健康問題の解決を図るための活動として重要な意義を持
つ。
　救急処置については、学校保健法の一部改正（平成20年６月）により、新たに地域の医療機
関等との連携の規定も盛り込まれたところである。

学校保健安全法（昭和33年法律第56号 平成20年法律第73号最終改正）

（保健室）
第 七条　学校には、健康診断、健康相談、保健指導、救急処置その他の保健に関する措置
を行うため、保健室を設けるものとする。
（地域の医療機関等との連携）
第 十条　学校においては、救急処置、健康相談又は保健指導を行うに当たっては、必要に
応じ、当該学校の所在する地域の医療機関その他の関係機関との連携を図るように努め
るものとする。

 （＊　下線は、筆者が記入）

⑶　救急処置の目的
①　目的
　　救急処置の目的は、子どもの生命を守り、心身の安全を図ることである。

保健管理Ⅱ

第１節　救急処置
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第２章　調査結果から見た学校保健の課題とその対応

②　学校における救急処置の特質
1） 　学校は教育機関であって医療機関ではないため、学校における救急処置は医療機関へ
の処置が行われるまでの応急的なものである。
2） 　救急処置と合わせて、発達段階に即した、疾病やけがなどに関する児童生徒への保健
指導を行う。

⑷　救急処置の範囲
①　医療機関へ送り込むまでの処置
1）　救命処置（ただちに処置をとらないと生命の危険に陥る傷病者に対する処置）
　気道確保、呼吸の維持、心拍の維持、出血の阻止、ショックの防止等
2）　一時的に危険脱出処置（二次障害や重症化の恐れのある傷病者に対する処置）
　意識障害、けいれん、呼吸困難に対する処置
3）　保護者又は医療機関へ受診するまでの処置
 　骨折又は捻挫部位の固定包帯、熱傷、捻挫等外傷部に対する冷却罨法等の処置、消毒・
保温・安静、その他苦痛、不安の軽減処置、搬送等

②　一般の医療の対象とはならない程度の軽微な傷病の処置

⑸　救急体制の確立
　緊急事態発生時に適切に対応するためには、救急体制を整備し、学校としての体制の組織化
を図ることが大切である。また、養護教諭不在時の救急体制についても、教職員が自の役割を
確認しておくことが必要である。さらに、事件・事故や災害の発生時等においても、速やかな
対応が行えるよう、地域の医療機関等との連携体制を築いておくことが大切である。
〈緊急時の対応の留意点〉
1） 　児童生徒の生命に関わる出来事への対応には、迅速に適切な救急・救命処置を行い、生
命の安全を最優先する。
2）　医療機関の決定は、保護者が行う。
3）　保護者には、状況を丁寧に説明し、誠意をもって対応する。
4） 　事故発生時から記録をとり、事故の原因、発生後の措置についての問題点を明確にし、
類似の事故の再発防止と安全管理、安全指導の徹底を図る。
5）　警察や報道機関への対応は、窓口を一本化する。

⑹　養護教諭の役割
①　総合的判断
　 　症状の的確な見極めと医療機関等への受診等を含めて養護教諭が総合的に判断し、対応す
ることが重要である。したがって、医療に関する確実な知識・技術の能力を高めるために、
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研さんを重ねることが大切である。

②　校内研修の充実
　 　今回の調査では、小・中学校の約半数が「救急処置に関する校内研修の企画」に取り組ん
でいないことが分かった。学校管理下においては、傷病、事件・事故、災害等が発生した場
合には、すみやかに適切な対応ができるようにしておかなければならない。そのためには、
全ての教職員が基本的な応急手当に関する知識や技術を身に付け、確実で迅速な対応ができ
ることが必要であることから、校内研修の実施が求められる。養護教諭は、校内研修の企画・
実施に積極的に参画し、指導者としての役割を果たすことが大切である。
　 　また、日頃から救急体制に関して教職員・児童生徒・保護者等に周知を図り、理解と協力
を得ておくことが大切である。

⑺　救急処置の評価の視点
（自己評価・他者評価）
○　救急体制について全教職員の共通理解を図ったか。
○　救急箱、担架、AED等の整備及び位置が明示されており、周知されているか。
○　事故発生時に教職員の役割分担のもとに速やかに行動できたか。
○　傷病者等に対して適確な判断と処置ができたか。
○　地域の医療機関等と連携ができたか。
○　保健指導など適切な事後措置が行えたか。　
○　保護者及び関係者に対する連絡・報告等は適切であったか。
○　管理職への報告は適切に行われたか。
○　関係事項の記録をとり、適切に保管しているか。
○　応急手当てに関する校内研修が企画され実施されたか。　　　　等
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第２章　調査結果から見た学校保健の課題とその対応

⑻　校内研修企画・実施例及び救急処置に関する取組例
①　校内研修企画・実施例

〈第１回　研修会　「一次救命処置」〉

計画
（Plan）

（目的）１　 誰かが倒れるのを目撃した、あるいは倒れている傷病者を発見したときの手順を知る。
　　　　２　救急車を待つ間に、心肺蘇生ができる。
　　　　３　AED（自動体外式除細動器）が正しく使用できる。
（計画） １　日時　２　研修時間（３時間）　３　講師　養護教諭　４　必要物品　
　　　　５　研修後アンケート調査を実施

実践
（Do）

1　基本的理解
　○　傷病者の観察の仕方及び一次救命処置（心肺蘇生法、ＡＥＤを用いた徐細動）
２　実技
　○　一次救命処置

　１　反応の確認と応援要請（119番通報、AEDの依頼）
　２　呼吸の観察（胸と腹部の動きを見る）【呼吸なし】
　３　ただちに胸骨圧迫を開始
　４　AED装着→解析→ショックは必要か　【必要】
　５　ショック１回→ショック後ただちに胸骨圧迫からCPR（心肺蘇生）再開

評価
（Check）

（評価の視点）
１　倒れている傷病者を発見したときの手順を知ることができたか。
２　心肺蘇生法が、救急車が現場到着するのに要する時間まできるようになったか。
３　AEDが正しく使用できたか。
（評価結果）
１　実際に生徒が倒れた場合に実践できるか不安がある。
２　教職員の校内研修の時間の確保が難しい。

改善
（Action）

（課題の改善策）
１　短時間で研修を実施するための工夫として、視聴覚教材を使用する。
２　実践的な訓練の場になるように、シミュレーションを取り入れる。
３　評価結果を次回の校内研修計画に生かす。

　校内研修は、学校の実態や課題に応じて、それぞれの学校で企画し実施していくものであり、
学校全体として、計画的・継続的に進めていける研修体制を作っていくことが必要である。
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②　救急処置に関する取組（例）
1）　救急車の依頼

　　救急車依頼　《携帯電話の場合》
　　 　携帯電話からの119は、現在のところ代表の消防本部が一括して受信し、各消防本部へ
転送する仕組みになっているため、通報地点（発信地）を特定することができない。また、
わずかであるが転送のための時間が余分にかかってしまうことがある。

《携 帯 電 話》
　１　最初に携帯電話であることを告げる。
　２ 　通報地点を管轄しない消防本部につながった場合、転送のための空白があっても、
通話を切らずに待つ。

　３　通報者が移動すると場所がわからなくなるので、現場を離れない。
　４　途中で切れないように立ち止まって話す。
　５　通話終了後もしばらくは、電源を切らないなどの注意が必要。

オ　緊急時、連絡体制の工夫（例）

【救急車の要請マニュアル】
　病院一覧などはすぐに活用できるよう電話
の側に置いておく。

　AEDはメーカーによって外観は異なるが、
どの機種でも音声メッセージに従って操作
することで、使用できる。

【疾病の治療のため特別な措置がある児童】
【症状出現時に緊急搬送の指示がある児童】
　「個別の緊急時マニュアル」
　「緊急カード」
　「管理指導表」
　 「受診歴」などをファイリングし、救急搬
送の際にすぐに持ち出せるようにまとめて
おく。

AEDマニュアルは
AEDの近くに！
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第２章　調査結果から見た学校保健の課題とその対応

2）保護者への対応（例）
　　 　保護者へは、誠意を持って早期に正確な情報を連絡して対応することが大切であり、保
護者の理解を得ることが重要である。

○　救急車を依頼した場合（電話で対応の場合）

項　　目 内　　容

学校名を伝える 「○○中学校の」

生徒氏名・連絡者名を伝える 「○○○○さんの担任の○○です」

保護者であることの確認をする 「○○○○さんのお母さんですか」

状況を正確に伝える いつ「体育の授業中に」

どこで「体育館で」

どのようにして「跳び箱の練習をしていたときに」

どうなった「床に落下して、頸部のけがが疑われます」

救急車で搬送することを伝える 「救急車を要請しました」

保護者に依頼すること 「搬送先の病院の希望はありますか」
「搬送先の病院が決まりましたら再度連絡させていただきます」

「○○病院へ搬送しました」
「○○病院へ向かってください」

「保険証を持参してください」

○　病院への受診が必要と判断した場合（電話で対応の場合）

項　　目 内　　容

学校名を伝える 「○○中学校の」

生徒氏名・連絡者名を伝える 「○○○○さんの担任の○○です」

保護者であることの確認をする 「○○○○さんのお母さんですか」

状況を正確に伝える いつ「体育の授業中に」

どこで「体育館で」

どのようにして「跳び箱の練習をしていたときに」

どうなった「肘から落下して、強い痛みがあります」

受診の必要性を伝える 「病院で診ていただくことがよいと判断しました」

保護者に依頼すること 「希望される病院を教えてください」

「保護者のかたの都合がつくようでしたら、病院へ来ていただけるとあ
りがたいですが、いかがでしょうか」

「保険証を持参してください」

ポイント　　速やかに！　　親の気持ちになって対応する！
　　　　　　かかりつけの病院・医師の所在の有無を聞く！　　保険証持参の依頼！
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3）　事故報告第１報（例）

事故報告第一報　１　事故の概要
学 校 名

負 傷 児 童 生 徒  （フリガナ）
学年　　組　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　男・女　

発 生 日 時 　平成　　年　　月　　日（　　曜）　　時　　分頃　

発 生 場 所　 ・教室 ・廊下 ・運動場 ・体育館 ・道路 ・その他（　　　　　　　）

発 生 の 場 面 ・教科（　　　　　）・部活動（　　　　　部）・その他（　　　　　）

発 生 状 況

負 傷 の 程 度

２　事故後の対応・救急処置

３　保護者への連絡

４　入院の有無（入院・帰宅・その他）

　　病院名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
５　その後の経過やその他参考となる事項

６　報告者
　　報告日時　　平成　　年　　月　　日（　　曜）　　時　　分頃

　　報告者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

決
裁

校　長 教　頭 保健主事
（兼務養護教諭を含む） 生徒指導主事 学級担任 養護教諭 担当教職員



25

第２章　調査結果から見た学校保健の課題とその対応

4）AED点検票（例）
　　 ｱ　毎日の点検
　　 　AED本体のインジケータのランプの色や表示により、AEDが正常に使用可能な状態を

示していることを日常的に確認し記録する。
　　・毎日９時にインジケータを確認する。（ただし休業日を除く）
　　・使用可能であれば「○」を記載。使用不可能であれば「×」を記載する。
　　・必要に応じて、速やかに製造販売業者等に連絡して、点検を依頼する。

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

１日 ○ 日 ○ ○

２日 土 ○ ○ 土

３日 日 祝 ○ 日

４日 ○ 祝 土 ○

５日 ○ 祝 日 ×

６日 ○ ○ ○ ○

７日 ○ 土 ○ ○

８日 ○ 日 ○ ○

　　 ｲ　毎月の点検
　　 　製造業者等から交付される表示ラベルに電極パッド及びバッテリの交換時期等を記載し、
この記載を基に電極パッドやバッテリの交換時期を日頃から把握し、交換を適切に行う。

　　　毎月１日に次の事項を確認する。（ただし休業日の場合は翌日に確認）
　　・外観の確認（本体の亀裂・破損等）
　　・消耗品の交換時期の確認等
　　・本動作の確認（ブザー、インジケータ、スピーカ、スイッチ等）

消耗品名 交換予定日・交換日等

電 極 パ ッ ド 交換予定日 平成　　年　　月　　日 交　換　日 平成　　年　　月　　日

小児用パッド 交換予定日 平成　　年　　月　　日 交　換　日 平成　　年　　月　　日

バ ッ テ リ 交換予定日 平成　　年　　月　　日 交　換　日 平成　　年　　月　　日

　　上記の点検項目の結果を記入する。

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

外 観 ○ ○ ○ ○

消 耗 品 ○ ○ ○ ○

基本動作 ○ ○ ○ ○

　　○使用可能であれば「○」を記載。使用不可能であれば「×」を記載する。
　　○必要に応じて、速やかに製造販売業者等に連絡して、点検を依頼する。
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⑴　健康診断に関する調査結果

調査
結果

1　定期（臨時）の健康診断計画の立案に取り組んでいる。
　校種別：小学校100%  中学校100%  高等学校100%  特別支援教育99%
２　健康診断の事後措置に取り組んでいる。
　校種別：小学校100%  中学校100%  高等学校99%  特別支援教育100%
３　健康診断の計画、実施についての評価に取り組んでいる。
　校種別：小学校94%  中学校92%   高等学校96%   特別支援学校94%

＊ 課題については、調査結果の数値上からは見られなかったので、健康診断については、基本的事項及び近
年の健康診断の変遷について述べる。

⑵　健康診断の法的位置付け
　学校における健康診断は学校保健安全法に基づき、スクリーニングとして実施されるもの
である。保健管理の中核的なものであり、養護教諭の主要な役割の一つであることから、実
施に当たっては、実施計画・内容や方法等について教職員の共通理解を図り、事前・実施時・
事後にわたり教育効果を高めるようにすることが大切である。また、学校保健安全法等の検査
項目以外の検査を実施する場合は、検査の趣旨を十分説明し、同意の得られた場合に実施する
などの対応が必要である。

○学校教育法（昭和22年法律第26号、平成19年法律第96号最終改正）

　第 十二条　学校においては、別に法律で定めるところにより、幼児、児童、生徒及び学
生並びに職員の健康の保持増進を図るため、健康診断を行い、その他その保健に必要
な措置を講じなければならない。

○学校保健安全法（昭和33年法律第56号、平成20年法律第73号最終改正）

　　（目的）
　第 一条　この法律は、学校における児童生徒等及び職員の健康の保持増進を図るため、
学校における保健管理に関し必要な事項を定めるとともに、学校における教育活動が
安全な環境において実施され、児童生徒等の安全の確保が図られるよう、学校におけ
る安全管理に関し必要な事項を定め、もつて学校教育の円滑な実施とその成果の確保
に資することを目的とする。

　　（児童生徒等の健康診断）
　第 十三条　学校においては、毎学年定期に、児童生徒等（通信による教育を受ける学生
を除く）の健康診断を行わなければならない。

　２ 　学校においては、必要があるときは、臨時に、児童生徒等の健康診断を行うものと
する。

　第 十四条　学校においては、前条の健康診断の結果に基づき、疾病の予防処置を行い、

第２節　健康診断
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又は治療を指示し、並びに運動及び作業を軽減する等適切な措置をとらなければなら
ない。

　　（保健所との連携）
　第 十八条　学校の設置者は、この法律の規定による健康診断を行おうとする場合その他
法令で定める場合においては、保健所と連携するものとする。

○学校保健安全法施行規則（昭和33年文部省令第18号、平成22年文部省令第10号最終改正）

　第二章　健康診断　
　　第一節　就学時の健康診断
　第三条　方法及び技術的基準
　第四条　就学時健康診断票
　　第二節　児童生徒等の健康診断
　第五条　時期
　第六条　検査の項目
　第七条　方法及び技術的基準
　第八条　健康診断票
　第九条　事後措置
　第十条　臨時の健康診断
　第十一条　保健調査

⑶　健康診断の教育課程上の位置付け
　健康診断は、学習指導要領の特別活動の学校行事における健康安全・体育的行事に位置付け
られている。健康安全・体育的行事については、学習指導要領で次のように示している。「心
身の健全な発達や健康の保持増進などについての関心を高め、安全な行動や規律ある集団行動
の体得、運動に親しむ態度の育成、責任感や連帯感の涵養、体力の向上などに資するような活
動を行うこと。」

⑷　健康診断の目的
　健康診断は、医学的見地から個人及び集団の健康状態を把握するとともに、問題点を明ら
かにし、保健管理や保健教育等を通して個人及び集団の課題解決に役立てることである。 
　①　児童生徒の健康上の問題点を早期に発見し、適切な保健管理・保健指導を行う。
　②　全校の児童生徒の健康状態を把握し、学校における保健教育の基礎資料として活用する。
　③　児童生徒が自分の健康状態を知り、主体的に健康の保持増進ができるようにする。
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資料編　参考資料
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　本書は、文部科学省補助金（健康教育振興事業費補助金）により、下記の財団法人日本学校
保健会に設置した「養護教諭の職務に関する検討委員会」で作成したものである。

「養護教諭の職務に関する検討委員会名簿（平成22～23年度）」

◎印　委員長　　　　　（50音順）

　　池　添　　志　乃　　高知県立大学看護学部　教授
　　釆　女　　智津江　　名古屋学芸大学大学院　教授（平成23年度）
　　近　藤　　太　郎　　社団法人東京都医師会　副会長
　　菅　沼　　八重子　　長野県富士見町立富士見中学校　養護教諭
　　住　吉　　由　加　　滋賀県栗東市立大宝小学校　養護教諭
　　高　橋　　宏　至　　埼玉県三郷市立前川中学校　校長
　　土　屋　　隆　裕　　情報・システム研究機構統計数理研究所　准教授
　　西　尾　　美由紀　　鳥取県立鳥取東高等学校　養護教諭
　　増　田　　郁　夫　　群馬県沼田市立沼田南中学校　校長
　◎松　野　　智　子　　前十文字学園女子大学人間生活学部　准教授
　　渡　辺　　克　美　　富山県富山市立西部中学校　養護教諭

　なお、本書の作成にあたり、
　　岩　崎　　信　子　　 文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課健康教育調査官

（平成23年度）
　　釆　女　　智津江　　 前文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課健康教育調査官

（平成22年度）
　のほか、下記の方々に、多大な援助とご助言をいただきました。
　　北　垣　　邦　彦　　文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課健康教育調査官
　　森　　　　良　一　　文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課教科調査官
　　有　賀　　玲　子　　文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課学校保健対策専門官
　　佐　藤　　浩　樹　　文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課安全教育調査官
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